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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

地域振興部　スポーツ課 

 
許認可等の内容 栃木市スポーツ大会出場者激励金の給付の決定

 
根拠法令等及び条項 栃木市スポーツ大会出場者激励金等給付事業実施要綱第５条

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 栃木市スポーツ大会出場者激励金等給付事業実施要綱第５条

 
設定等年月日

令和　３年　４月　１日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 １４日

 

審

査

基

準

根拠条項
栃木市スポーツ大会出場者激励金等給付事業実施要綱 

第２条、第３条第１項、第３項、第４条第１項、第２項、第６条

 
参考事項

 
設定等年月日

令和　３年　４月　１日設定 

令和　６年　４月　１日最終変更

 【　基　準　】

 （給付の対象となる大会） 

第２条　激励金等の給付の対象となる大会（以下「対象大会」という。）は、次に掲げるも

のとする。 

（１）　全国大会（国民体育大会、全国障害者スポーツ大会、全日本選手権大会、全国高

等学校総合体育大会、小学校及び中学校の学校教育活動の一環として参加する国又

はこれに準ずる機関が主催若しくは後援する大会、公益財団法人日本スポーツ協会

加盟団体が主催する大会並びに全国を統一する営利を目的としないスポーツ団体が

主催する大会をいう。ただし、予選会による選出又は地域競技団体の推薦により参

加する場合に限る。） 

（２）　アジア大会（アジア選手権大会等の大会をいう。ただし、国内予選会による選出

又は国、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体若しくは全国を統一する営利を目

的としないスポーツ団体の推薦により参加する場合に限る。） 

（３）　世界大会（オリンピック、パラリンピック、世界選手権大会、ユニバーシアード

大会等の大会をいう。ただし、国内予選会若しくはアジア大会による選出又は国、

公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体若しくは全国を統一する営利を目的としな

いスポーツ団体の推薦により参加する場合に限る。） 

（４）　その他市長が特に必要と認める大会 

（給付対象者） 

第３条　栃木市スポーツ大会出場者激励金（以下「激励金」という。）の給付対象者は、対

象大会に出場する選手又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）　市内に住所を有する者 

（２）　市内に所在する団体 
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 （３）　第１号に該当する者で市内に活動拠点を置かない団体（以下、「市外団体」という。）

の一員として出場する者 

（４）　その他市長が特に必要と認める者 

３　前２項の規定にかかわらず、同一会計年度内において市長が指定する補助金の交付を

受けた者については、激励金等を給付しない。 

（激励金等の額） 

第４条　激励金の額は、別表第１のとおりとする。 

２　激励金の給付回数は、対象大会ごとに１会計年度１競技につき、個人で出場する場合及

び市外団体の一員として出場する場合にあっては１人当たり、団体で出場する場合にあっ

ては１団体当たり１回を限度とする。 

（結果の報告） 

第６条　激励金の給付を受けた者は、出場した対象大会が終了した日から３０日以内に、

栃木市スポーツ大会出場結果報告書（別記様式第２号）に次に掲げる書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認

めるときは、この限りでない。 

（１）　対象大会の成績が分かる書類 

（２）　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

別表第１（第４条関係） 

 

 対象大会区分 個人 市外団体に所属する個人 団体

 全国大会 １０，０００円 ５，０００円 選手 1人につき

１０，０００円

（１団体につき

５０，０００円

を限度とする。）

 アジア大会 ２０，０００円 １０，０００円 選手 1人につき

２０，０００円

（１団体につき

１００，０００

円を限度とす

る。）

 世界大会 ３０，０００円 ２０，０００円 選手 1人につき

３０，０００円

（１団体につき

１５０，０００

円を限度とする

。）


